
（様式２－１)

1

款 3 項 1 目 1

自 〜 至

0

0

実施主体

令和5年度住民税非課税世帯(2,500世帯)

会計区分 コード 一般会計 当初補正区分 補正予算

根拠法令等 養父市要綱（）

事業実施期間

養父市 担当課 社会福祉課

対象（誰を・何を）

財
源
内
訳

一般財源

そ　の　他

国支出金

県支出金 0 0

0 0

0 0

0 81,250

0

81,250

年度5令和 5 年度 令和

実施計画書（補正予算）

単位事業名事業名 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費

事
業
の
目
的

既決予算（千円）

事
業
の
内
容

事業概要ま
たは補正の
内容

原油価格・物価高騰による負担増は低所得世帯には影響が大きいことから令和５年度の住
民税非課税世帯（2,500世帯想定）に対する１世帯当たり３万円の給付を行うもの。

【歳入】
国庫支出金：新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金　81,250千円

【歳出】
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業費　81,250千円
○事務費（6,250千円）
報酬975千円（会計年度任用職員報酬975千円）、職員手当209千円（期末手当（短時間勤務
会計年度任用職員）209千円）、旅費24千円（費用弁償（会計年度任用職員）24千円）、
需用費230千円（印刷製本費171千円、消耗品費59千円）、役務費812千円（郵券料812千
円）、負担金4,000千円（南但広域行政事務組合負担金4,000千円）
○事業費（75,000千円）
扶助費75,000千円（電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金75,000千円）

補正予算(千円） 予算総額（千円）

事業費

ページ番号

背景と目的

予算費目 民生費 社会福祉費 社会福祉総務費

国の原油価格・物価高騰対策に係る令和５年度の住民税非課税世帯に対する１世
帯当たり３万円の給付金

0 81,250 81,250
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（様式２－１)

1

款 3 項 2 目 1

自 〜 至

実施主体

低所得の子育て世帯

会計区分 コード 一般会計 当初補正区分 補正予算

根拠法令等 そ　の　他　（国要領）

事業実施期間

養父市 担当課 子育て応援課

対象（誰を・何を）

年度5令和 5 年度 令和

実施計画書（補正予算）

単位事業名事業名 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費

事
業
の
目
的

事
業
の
内
容

事業概要ま
たは補正の
内容

①低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)
令和5年3月分の児童扶養手当受給者について、可能な限り早期に支給。(申請不要)
【対象】50,000円×200人
②その他の世帯(①以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯)
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以
外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯等について可能な限り早期に支給。(申請不
要)
【対象】50,000円×240人
③国制度対象外のひとり親世帯(市単独支給)
【対象】50,000円×50人
※いずれも直近で収入が減収した世帯等については可能な限り速やかに支給(要申請)
※財源内訳：新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金23,474千円、新型コ
ロナウイルス感染症地方創生臨時交付金2,518千円

ページ番号

背景と目的

予算費目 民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

食費等の物価高騰に直面し影響を受ける低所得の「ひとり親世帯」及び「子育て
世帯」の生活支援を行う観点から、児童一人あたり一律5万円の子育て世帯生活支
援特別給付金を支給するもの。

0

0

財
源
内
訳

一般財源

そ　の　他

国支出金

県支出金 0 0

0 0

0 0

0 25,992

0

25,992

既決予算（千円） 補正予算(千円） 予算総額（千円）

事業費 0 25,992 25,992

2



（様式２－１)

1

款 4 項 1 目 3

自 〜 至

8,994 37,525 46,519事業費

ページ番号

背景と目的

予算費目 衛生費 保健衛生費 予防費

　新型コロナウイルス感染症拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るため総力
を挙げてその対策に取り組む。
　新型コロナウイルスワクチン接種事業について、国から今年度の春開始接種・
秋開始接種の具体的な方針が示された。
　特例臨時接種が１年間延長（～令和６年３月末）された。

事
業
の
目
的

既決予算（千円）

事
業
の
内
容

事業概要ま
たは補正の
内容

■事業概要
　厚生労働大臣の指示のもと、新型コロナウイルスのワクチン接種を安全かつ迅速に実施
する。

■補正理由
　令和５年度の接種について国から方針が示され、５歳以上の全ての者に対し秋冬に１回
（高齢者等は春夏に１回追加）の接種を行うことになった。

　〇春開始接種　令和５年５月８日～８月末
　〇秋開始接種　令和５年９月～12月末

【歳入】新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金　37,525千円
【歳出】新型コロナウイルスワクチン接種事業費　37,525千円
　　　　・需用費300千円、役務費1,050千円、委託料36,175千円

補正予算(千円） 予算総額（千円）

実施計画書（補正予算）

単位事業名 新型コロナウイルスワクチン接種対策費事業名 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

年度5令和 5 年度 令和

財
源
内
訳

一般財源

そ　の　他

国支出金

県支出金 0 0

0 0

0 0

8,994 37,525

0

46,519

0

0

実施主体

〇春開始接種
　初回接種（1・2回目）を終えた65歳以上の市民及び５～64歳の基礎疾患を有す
る者、医療従事者等
〇秋開始接種
　初回接種（1・2回目）を終えた５歳以上の市民
※初回接種は継続中

会計区分 コード 一般会計 当初補正区分 補正予算

根拠法令等 予防接種法の臨時接種に関する特例

事業実施期間

養父市 担当課 健康医療課

対象（誰を・何を）
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（様式２－１)

1

款 4 項 1 目 3

自 〜 至

5,063 38,592 43,655事業費

ページ番号

背景と目的

予算費目 衛生費 保健衛生費 予防費

　新型コロナウイルス感染症拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るため総力を
挙げてその対策に取り組む。
　新型コロナウイルスワクチン接種事業について、国から今年度の春開始接種・秋
開始接種の具体的な方針が示された。
　特例臨時接種が１年間延長（～令和６年３月末）された。

事
業
の
目
的

既決予算（千円）

事
業
の
内
容

事業概要ま
たは補正の
内容

■事業概要
　事業期間の延長に伴い、引き続き接種体制の確保に係る事業を行う。
　集団接種の体制整備のほか、接種予約等の円滑化、相談受付等を行うコールセンターの設
置など、設置のために必要な体制を整備する。

■補正理由
　令和５年度の接種について国から方針が示され、５歳以上の全ての者に対し秋冬に１回
（高齢者等は春夏に１回追加）の接種を行うことになった。

　〇春開始接種　令和５年５月８日～８月末
　〇秋開始接種　令和５年９月～12月末

【歳入】新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金　38,592千円
【歳出】新型コロナウイルスワクチン接種事業費　38,592千円
　　　　・報酬11,914千円、職員手当2,551千円、報償費14,475千円、旅費318千円、
　　　　　需用費1,374千円、役務費1,800千円、委託料6,160千円

補正予算(千円） 予算総額（千円）

実施計画書（補正予算）

単位事業名 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費事業名 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

年度5令和 5 年度 令和

財
源
内
訳

一般財源

そ　の　他

国支出金

県支出金 0 0

0 0

0 0

5,063 38,592

0

43,655

0

0

実施主体

〇春開始接種
　初回接種（1・2回目）を終えた65歳以上の市民及び５～64歳の基礎疾患を有する
者、医療従事者等
〇秋開始接種
　初回接種（1・2回目）を終えた５歳以上の市民
※初回接種は継続中

会計区分 コード 一般会計 当初補正区分 補正予算

根拠法令等 予防接種法の臨時接種に関する特例

事業実施期間

養父市 担当課 健康医療課

対象（誰を・何を）
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